
HIMEDIC山中湖倶楽部 （Wコース）
細則 新旧対比表

現細則 改定後細則

第6条（会員種別、検診内容およびホームクリニックおよび検査施設）
① （変更なし）

③ホームクリニックの所在地および検査施設の所在地

ハイメディック山中湖 医療法人社団山中湖クリニック
山梨県南都留郡山中湖村平野562－12 エクシブ山中湖B2F

ハイメディック大阪 医療法人社団ハイメディッククリニックＷＥＳＴ
大阪府大阪市中央区南船場3－3－17 ホテルトラスティ心斎橋内2F

第6条（会員種別、検診内容およびホームクリニックおよび検査施設）
① （変更なし）

③ホームクリニックの所在地および検査施設の所在地

ハイメディック山中湖 医療法人社団ミッドタウンクリニック
山梨県南都留郡山中湖村平野562－12 エクシブ山中湖B2F

ハイメディック大阪 医療法人社団ハイメディッククリニックＷＥＳＴ
大阪府大阪市中央区南船場3－3－17 KOKO HOTEL 大阪心斎橋内2F

※下線は変更部分を示します。 2022年7月1日改定

※下線は変更部分を示します。 2022年7月1日改定

HIMEDIC山中湖倶楽部 （Wコース）
利用規定 新旧対比表

現利用規定 改定後利用規定

〈検診の受付について〉
1．～ 8． （変更なし）

〈検診の受付について〉
1．～ 8． （変更なし）

9．提供するサービスを正しく理解して検診を受診していただくために、医療通訳を帯同いた
だく場合がございます。医療通訳の費用はご負担いただきます。


